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１ ＡＢＬとは

ABLとは、担保となる動産や売掛債権から生み出されるキャッシュフロー

１．ＡＢＬとは

ABLとは、担保となる動産や売掛債権から生み出されるキャッシュフロ

に着目し、企業実態を把握しながらリスク管理を行う融資手法。

対象担保 対象となる債務者 種類の

キャッシュフローキャッシュフロー

対象担保 対象となる債務者 ２種類のＡＢＬ

売掛債権
流
動
資

正常先

要注意先

キャッシュフロ
把握重視型
キャッシュフロ
把握重視型

設備稼働状況、在庫、売掛
債権等 審査 タ グ資

産

動
在庫

要注意先

破綻懸念先

債権等の審査・モニタリング
により、企業の実態や業況変
化を早期に把握・対応

産
設備機械

固
定
資

破綻懸念先

実質破綻・破綻先
（ＤＩＰファイナンス）

担保価値に着目し、処分見
込み額の 定範囲で貸出

担保価値重視型担保価値重視型
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２．リスク管理体制の構築

実行 中間管理事前審査 回収

ＡＢＬには、特有のリスク管理の実務が存在。

１．対象企業選定
・経営者資質、管理体制、企業の信
用力、商流図の確認等

１．契約

（１）与信限度の設定

（２）金利等の条件の決定

１．定期報告とチェック

（１）入金確認

（２）在庫 売掛債権の

実行 中間管理事前審査 回収

出口の検討・遂行

「再生への協力」
２．担保の確認・評価

（１）担保の適性確認
＜動産＞
・先行譲渡、所有権留保等の確認

（２）金利等の条件の決定

（３）コベナンツの設定
・表明保証、誓約条項、モニタ
リング指標の組込等

（２）在庫、売掛債権の
変動確認

（３）与信限度、コベナ
ンツのチェック

再生 の協力」
ＯＲ

「担保権の実行」

・保管場所の適性確認

・販売先・仕入先、滞留在庫の確認
等

＜債権＞
・先行譲渡、譲渡禁止特約の確認

（４）モニタリング方法の取
決め

２．対抗要件具備
＜動産＞

２．実査・再評価

先行譲渡、譲渡禁止特約の確認

・債権の実在性、第三債務者の信用
力、販売ウエイトの確認等

（２）担保の評価
・自行庫等による評価。外部評価会

＜動産＞
・動産譲渡登記
・占有改定への確定日付取得
・立札、タグ等での明示等
＜債権＞
債権譲渡登記自行庫等による評価。外部評価会

社の活用。出口シナリオの想定等

３．企業への事前説明

・債権譲渡登記
・第三債務者への通知等
・担保権実行準備

企業経営者との ミ ニケ シ ン
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企業経営者とのコミュニケーション



３．企業の実態把握機能の活用

①担保評価 効果

（１）担保評価・モニタリングの効果

①担保評価の効果

 「過剰在庫の発見」、「企業の経営管理能力の見極め」

②モニタリングによる「企業の業況変化」の早期把握

 「在庫をみることにより業況変化が早く分かる」

 「企業と金融機関との間のコミュニケーション」の向上

 「企業の経営管理能力」 の向上

 「企業の在庫管理能力」、「企業の レポーティング能力」の向上
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（参考１）在庫の評価（参考１）在庫の評価

▽動産評価における帳簿価格と流通価格の関係（単位：百万円、％）

帳簿価格と流通価格の関係
（先数＜比率＞）

帳簿価格
①

流通価格
②

処分価格
③

②/① ③/①

「帳簿価格＞流通価格」先
（23先<25.6>）

28,498 18,602 7,161 65.3 25.1

「帳簿価格＜流通価格」先
（67先<74.4>）

32,213 72,796 12,810 226.0 39.8
（67先 7 . ）

合計（90先<100.0>） 60,711 91,398 19,971 150.5 32.9合計（90先 100.0 ） 60,711 91,398 19,971 150.5 32.9

資料：特定非営利活動法人日本動産鑑定
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（参考２）企業の業況変化の早期把握・早期対応

ABLでは、動産や売掛債権の定期的なモニタリングにより、企業の業況

（参考２）企業の業況変化の早期把握 早期対応

ABLでは、動産や売掛債権の定期的なモニタリングにより、企業の業況

変化を早期に把握し、破綻・回収に到る前に対応することが重要。

モニタリング 業況変化 の対応モニタリング 業況変化への対応

過剰在庫の処分
在 庫

現預金

企業のランクアップ
・ 過剰在庫の処分

・ ビジネスマッチング

・ コスト削減、等

売掛債権

現預金

・ Ｍ＆Ａでの対応

設備稼働率
業況悪化への歯止めが
かからない場合

・ 通常の商流を活用し
た担保処分

・ 閉店セール等

7
セットで担保に取ることが望ましい



（２）破綻 回収事例を踏まえたリスク管理のＰＤＣＡサイクル（２）破綻・回収事例を踏まえたリスク管理のＰＤＣＡサイクル

回収率*

▽破綻・回収事例

取引企業 担保 経緯
回収率*

評価額比 簿価比

畜産農家 豚 大手畜産グループによる経営統合で対応 １００％ １００％

酒造業 日本酒 民事再生法適用。一部分割返済計画 １００％ １００％

材木卸 売掛債権 相談の上、破産管財人が回収して返済 １００％ １００％

水産業 冷凍水産物 通常の商流ベ スで処分 １００％ ６０％水産業 冷凍水産物 通常の商流ベースで処分 １００％ ６０％

材木卸 材木 破産管財人の協力の下、回収 ２８％ ９％

メガネ製造 メガネフレーム メガネフレームについて担保権を実行し処分 １７％ ５％ガネ製造 ガネフレ ガネフレ に て担保権を実行し処分 ％ ５％

繊維製造 和装品 和装品について担保権を実行し処分 ３％ １％

水産業 冷凍水産物 債務者が無断で在庫を処分し破産 ０％ ０％

畜産農家 牛 債務者が無断で在庫を処分し破産 ０％ ０％

建設業 工事請負代金債権 債権の水増し計上等が行われていた ０％ ０％
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▽破綻 回収事例の特徴と背景

回収実績は２極化する傾向。

▽破綻・回収事例の特徴と背景

（２極化の背景）

①債務者との信頼関係が失われているケースでは、回収①債務者との信頼関係が失われて るケ では、回収
率が低い。

②対応着手の速さが回収率に影響している。②対応着手の速さが回収率に影響している。

・ 担保目的物の処分による回収の場合でも、金融機関が
担保権を実行するケースよりも、債務者の通常の販売担保権を実行するケ スよりも、債務者の通常の販売
経路を活用するケースの方が回収率が高い。

③再生型の破綻処理のケースでは 債務者等が担保権の③再生型の破綻処理のケ スでは、債務者等が担保権の
実行回避のために、優先的な弁済に配慮する結果、回収
率が高い。
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４．一般担保化への対応
▽金融検査マニュアルにおける一般担保の記述

動産 債権

自
己

動産の性質に応じ、換価が確実
であると客観的・合理的に見込ま
れるか

適切な債権管理が確保され、回
収（第三債務者への譲渡による
換価を含む）が確実であると客観
的 合 的 見込まれるか己

査
定
結

①対抗要件が適切に具備されている
こと

①対抗要件が適切に具備されている
こと

的・合理的に見込まれるか

結
果
の
正

こと

②数量及び品質等が継続的にモニ
タリングされていること

③客観性・合理性のある評価方法に

こと

②当該第三債務者（目的債権の債
務者）について信用力を判断する
ために必要となる情報を随時入手

確
性
の

③客観性 合理性のある評価方法に
よる評価が可能であり実際にもか
かる評価を取得していること

④当該動産につき適切な換価手段

ために必要となる情報を随時入手
できること

③第三債務者の財務状況が継続的
にモニタリングされていること

検
証

が確保されていること

⑤担保権実行時の当該動産の適切
な確保のための手続きが確立して

④貸倒率を合理的に算定できること

10
いること



５．ＡＢＬの信用リスク管理を巡る論点

 リスク管理体制の構築

→ 何がポイントになるのか（専門部署、研修体制、データ収集体制等）？  何がポイントになるのか（専門部署、研修体制、デ タ収集体制等）？

→  営業店のモニタリング意欲をどうやって維持・向上させるか？

 担保評価・モニタリングの効果

→  企業の実態把握機能が発揮された事例にはどのようなものがあるか？

→  動産の外部評価における留意点は何か？

 破綻・回収事例を踏まえたリスク管理のＰＤＣＡサイクル

→  ＡＢＬに積極的に取り組んできた先ではどのような対応が図られている
のか？のか？

→   どうしたら債務者の誠実性を確保できるか？

 一般担保化への対応般 保

→  ＡＢＬに積極的に取り組んできた先ではどのように考えているのか？
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